
文書の収受・作成

班長協議

　協議後、文書修正

課長協議

　協議後、文書修正

局長協議

　協議後、文書修正

＜課題＞

部長協議

　協議後、文書修正

知事協議

　協議終了

最終協議文書の
保存、送付

知事と協議して意思決定を行う場合の事務の進め方と文書の作成

受信

作成・保存

作成・保存

メール文書

協議文書①稿

添付文書

メール文書

Ａ主事
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フォルダ
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Ａ主事

共有
フォルダ

協議文書④稿

Ａ主事

共有
フォルダ

送信

協議文書⑤稿

保存

関係者宛て
問合せ 送受信

会議日程 送信

関係者に連絡

メール文書

添付文書

協議文書③稿

最終⑥稿
（協議終了）

国等からの連絡

○協議文書①稿から最終⑥稿まで
　 の全てを公文書として保存する
   必要があるか。

○メールについては、重要度に応じ
　 て区分し保存・廃棄する方法も
　 あるが、一括でできないか。

資料６


